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軽自動車税を口座振替で納めている方へ

　５月31日㈫の納期限から６月上旬に軽自動車税納税
証明書（車検用）を申請する場合には、申請の際に、
軽自動車税の引き落とし額を記帳した通帳をお持ちく
ださい。
　軽自動車税納税証明書（車検用）の発行には、軽自
動車税を納めたことを確認する必要がありますが、金
融機関から市へ引き落としの報告が届くまでの間、納
税の確認ができません。納税の確認ができない場合、
納税証明書（車検用）を発行することができませんの
で、ご理解とご協力をお願いします。
　なお、口座振替で納税した方には、６月中旬に納税
証明書を郵送します。
市税等の納付は口座振替が便利！
　市税等（市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自
動車税、国民健康保険税）は、口座振替による納付を
お勧めしています。
１収納課☎２２－２２１０

対　

象　

障
害
者
手
帳
等
を
お
持
ち
の

方
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
軽
自
動
車
等

で
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合

※
昨
年
度
軽
減
を
受
け
て
い
る
方
で
、

障
害
者
手
帳
等
を
お
持
ち
の
方
や
運

転
者
の
方
に
変
更
の
な
い
方
は
提
出

不
要

申
請
に
必
要
な
書
類
等

　
（
未
納
の
）
納
税
通
知
書
・
運
転
者
の

運
転
免
許
証
・
障
害
者
手
帳
等
・
申
請

者
の
身
分
を
証
明
で
き
る
も
の

２
５
月
初
旬
発
送
の
軽
自
動
車
税
納
税

通
知
書
到
着
後
、
必
ず
納
期
限
（
５
月

31
日
㈫
）
ま
で
に
市
民
税
課
ま
た
は
、

吉
田
・
大
滝
・
荒
川
総
合
支
所
市
民
福

祉
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
昨
年
度
、
軽
減
を
受
け
て
い
た
方
で

も
、
買
い
替
え
等
に
よ
り
軽
自
動
車

を
廃
車
さ
れ
た
方
、
障
害
者
手
帳
等

を
お
持
ち
の
方
や
運
転
手
の
方
に
変

更
が
あ
る
場
合
は
改
め
て
申
請
を
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

１
市
民
税
課
☎
22

－

２
２
０
９

　

お
持
ち
で
な
い
方
は
、
事
前
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

１
市
民
税
課
☎
22

－

２
２
０
９

　

資
産
税
課
☎
25

－

６
０
７
６

　

収
納
課
☎
22

－

２
２
１
０

　

本
人
と
同
一
世
帯
以
外
の
方
が
申
請

す
る
場
合
は
委
任
状
が
必
要
で
す
。

１
市
民
税
課
☎
22

－

２
２
０
９

吉
田
・
大
滝
・
荒
川
総
合
支
所
税
務
担
当

　

吉
田
☎
77

－

１
１
１
３

　

大
滝
☎
55

－
０
１
０
１

　

荒
川
☎
54

－
２
１
１
１

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
（
無

料
）
を
利
用
し
、
納
付
書
に
印
刷
さ
れ

て
い
る
コ
ン
ビ
ニ
収
納
用
バ
ー
コ
ー
ド

を
読
み
取
る
こ
と
で
、
市
税
等
の
納
付

が
で
き
ま
す
。

対
象
税
目

・
市
県
民
税
（
普
通
徴
収
分
）

・
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

・
軽
自
動
車
税

・
国
民
健
康
保
険
税

利
用
可
能
な

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
サ
ー
ビ
ス

・
Ｐ
ａ
ｙ
Ｂ

・
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
請
求
書
払
い

・
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
ａ
ｙ
請
求
書
払
い

・
楽
天
銀
行
コ
ン
ビ
ニ
支
払
サ
ー
ビ
ス

・
Ｆ
ａ
ｍ
ｉ
Ｐ
ａ
ｙ
請
求
書
払
い

納
付
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
コ
ン
ビ
ニ
収
納
用
バ
ー
コ
ー
ド
が
印

刷
さ
れ
た
納
付
書

・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
（
タ
ブ
レ
ッ
ト
端

末
も
可
）

・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
等

※
利
用
方
法
等
は
、
各
ア
プ
リ
で
異
な

り
ま
す
。
詳
し
く
は
各
ア
プ
リ
公
式

Ｃ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

ご
利
用
の
際
の
注
意
事
項

・
領
収
証
書
は
発
行
さ
れ
ま
せ
ん
。
領

収
証
書
や
軽
自
動
車
税
納
税
証
明
書

（
車
検
用
）
を
必
要
と
す
る
場
合
は
、

納
付
書
裏
面
記
載
の
金
融
機
関
や
コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
等
の
窓
口
で

納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

・
金
額
を
訂
正
し
た
場
合
や
バ
ー
コ
ー

ド
の
印
字
が
な
い
（
金
額
が
30
万
円

を
超
え
る
も
の
）、
読
み
取
り
が
で

き
な
い
場
合
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

・
納
付
書
の
バ
ー
コ
ー
ド
の
使
用
期
限

を
過
ぎ
る
と
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

・ 

決
済
手
数
料
は
無
料
で
す
。
た
だ

し
、
利
用
に
か
か
る
パ
ケ
ッ
ト
通
信

料
は
ご
本
人
負
担
と
な
り
ま
す
。

そ
の
他　

市
税
等
の
納
期
は
、
市
報
４

月
号
16
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

１
収
納
課
☎
22

－

２
２
１
０

　

所
得
課
税
証
明
書
、
評
価
証
明
書
、

納
税
証
明
書
な
ど
税
務
関
係
証
明
書
の

請
求
の
際
に
は
、
本
人
確
認
の
た
め
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、運
転
免
許
証
、

パ
ス
ポ
ー
ト
、
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど

官
公
署
が
発
行
し
た
顔
写
真
付
き
の
身

分
証
明
書
が
必
要
で
す
。

軽
自
動
車
税
の
減
免

令
和
４
年
度
の

所
得
課
税（
非
課
税
）証
明
書
は

６
月
１
日
㈬
か
ら
交
付
し
ま
す

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で

〝
納
税
〞

〝
納
税
〞

で
き
ま
す
！

税
務
関
係
証
明
書
請
求
時
の

身
分
確
認
書
類
に
つ
い
て

税税 のお知らせ

５月31日㈫は県・自動車税（種別割）の納期です。スマホで納税できます！
１自動車税コールセンター☎０５７０－０１２－２２９

PAY
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※土地・家屋縦覧帳簿とは？
　土地・家屋の地目や構造、面積、評価額などを、地区別、所在地順に記載したもののこと

過
疎
地
域
に
お
け
る

固
定
資
産
税
の
課
税
免
除

　
「
秩
父
市
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
計

画
」
で
産
業
振
興
促
進
区
域
に
指
定
さ

れ
た
地
域
に
お
い
て
、
一
定
要
件
を
満

た
す
固
定
資
産
（
土
地
、
家
屋
お
よ
び

償
却
資
産
）
に
つ
い
て
課
税
免
除
の
適

用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

対
象
者

　

青
色
申
告
書
を

提
出
す
る
個
人
ま

た
は
法
人

対
象
地
域

　

吉
田
・
大
滝
地

域
全
域

対
象
業
種　

・
製
造
業

・
情
報
サ
ー
ビ
ス

業
等

・
農
林
水
産
物
等

販
売
業

・
旅
館
業
（
下
宿

営
業
を
除
く
）

主
な
要
件

・
家
屋
（
事
業
用

家
屋
）、
償
却

資
産
（
機
械
お

よ
び
装
置
）

　

令
和
３
年
４
月

１
日
以
降
に
取
得

し
た
直
接
事
業
の

用
に
供
す
る
も
の

で
、
取
得
価
額
が

表
の
要
件
を
満
た
す
も
の

※
資
本
金
額
が
５
，
０
０
０
万
円
を
超
え

る
法
人
は
、
新
設
ま
た
は
増
設
に
限
る

・
土
地

　

上
記
の
家
屋
の
直
接
事
業
に
供
す
る

敷
地
部
分
（
取
得
日
か
ら
１
年
以
内
に

家
屋
が
着
工
さ
れ
た
場
合
に
限
る
）

適
用
期
間　

新
た
に
課
税
す
る
こ
と
と
な

る
年
度
か
ら
３
年
度
間

申
請
方
法　

固
定
資
産
税
課
税
免
除
申
請

書
等
を
資
産
税
課
ま
た
は
吉
田
・
大
滝
・

荒
川
総
合
支
所
市
民
福
祉
課
窓
口
ま
で

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
様
式
は
、
資
産

税
課
Ｃ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

申
請
期
限　

原
則
取
得
し
た
次
の
年
の
１

月
31
日
ま
で
（
令
和
３
年
４
月
１
日
か

ら
令
和
４
年
１
月
１
日
の
間
に
取
得
し

た
場
合
は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）

無
料
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す

土
地
・
家
屋
縦
覧
帳
簿

●
令
和
４
年
度
の
土
地
・
家
屋
に
か
か
る

固
定
資
産
税
は
、
令
和
４
年
１
月
１
日

現
在
の
状
況
に
よ
っ
て
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

令
和
４
年
度
の
固
定
資
産
税
納
税
者

の
方
が
土
地
・
家
屋
縦
覧
帳
簿
を
縦
覧

で
き
、
自
ら
の
土
地
・
家
屋
の
評
価
額
等

が
適
正
で
あ
る
か
、他
と
比
較
で
き
ま
す
。

と　

き　

５
月
31
日
㈫
ま
で

と
こ
ろ　

資
産
税
課
ま
た
は
吉
田
・
大

滝
・
荒
川
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

※
縦
覧
で
き
る
内
容
や
必
要
な
書
類
等

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
固
定
資
産
税
の
納
税
通
知
書
（
納
付

書
）
を
、４
月
中
旬
に
発
送
し
ま
し
た
。

１
資
産
税
課
☎
25

－

６
０
７
６

児
童
手
当
制
度
の

児
童
手
当
制
度
の

ご
案
内

ご
案
内





〜
６
月
１
日
よ
り
一
部
制
度
が

改
正
さ
れ
ま
す
〜

　

こ
の
制
度
は
、
児
童
を
養
育
し
て
い

る
方
に
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
に
よ

り
、
家
庭
に
お
け
る
生
活
の
安
定
と
児

童
の
健
全
な
育
成
お
よ
び
資
質
の
向
上

を
図
る
た
め
の
も
の
で
す
。

　

児
童
手
当
を
受
け
る
た
め
に
は
、
申

請
が
必
要
で
す
。
申
請
が
遅
れ
ま
す
と

遅
れ
た
月
分
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く

な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

支
給
対
象

　

生
ま
れ
た
日
の
翌
月
か
ら
15
歳
に
達

す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で

の
間
に
あ
る
児
童
（
中
学
校
修
了
前
の

児
童
）
を
養
育
し
て
い
る
方
に
支
給
さ

れ
ま
す
。（
所
得
制
限
あ
り
）

【
改
正
点
①
】

　

特
例
給
付
対
象
者
の
う
ち
、
そ
の
者

の
所
得
が
所
得
上
限
額
を
超
え
る
場

合
、
受
給
資
格
が
消
滅
し
ま
す
。

※
公
務
員
の
方
は
、
勤
務
先
か
ら
の
支
給

支
給
月
額

３
歳
未
満

　

一
律　
　
　
　

１
５
，
０
０
０
円

３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前

　

第
１
・
２
子　

１
０
，
０
０
０
円

　

第
３
子
以
降　

１
５
，
０
０
０
円

※
第
３
子
以
降
と
は
、
18
歳
に
達
す
る

日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
間

に
あ
る
児
童
の
う
ち
、
３
番
目
以
降
を

い
い
ま
す
。

中
学
校
修
了
前

　

一
律　
　
　
　

１
０
，
０
０
０
円

所
得
制
限
額
以
上
所
得
上
限
額
未
満
の

場
合
、
特
例
給
付
と
し
て

　

一
律　
　
　
　
　

５
，
０
０
０
円

支
給
時
期

　

毎
年
６
月
・
10
月
・
２
月
に
そ
れ
ぞ

れ
前
月
分
ま
で
（
４
か
月
分
）
が
支
払

わ
れ
ま
す
。

現
況
届
の
提
出

【
改
正
点
②
】

　

手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
に
は
毎
年

６
月
中
に
現
況
届
の
提
出
を
求
め
て
い

ま
し
た
が
、
公
簿
等
で
６
月
１
日
の
状

況
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
、

現
況
届
の
提
出
が
不
要
と
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
次
の
場
合
に
該
当
す
る
方

は
、
引
き
続
き
現
況
届
の
提
出
が
必
要

で
す
。

・
３
歳
未
満
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方

・
住
民
票
上
、
児
童
と
別
居
し
て
い
る
方

・
子
以
外
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方

・
離
婚
協
議
中
で
配
偶
者
と
別
居
さ
れ

て
い
る
方

・
施
設
等
受
給
者

・
そ
の
他
、
市
か
ら
提
出
の
案
内
が

あ
っ
た
方

　

該
当
す
る
方
に
は
ご
案
内
を
郵
送
し

ま
す
の
で
、
内
容
確
認
の
上
、
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

１
こ
ど
も
課
☎
25
―
５
２
０
６

吉
田･

大
滝
・
荒
川
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

吉
田
☎
72

－

６
０
８
２

　

大
滝
☎
55

－

０
８
６
５

　

荒
川
☎
54

－

２
１
１
６

対象業種 個人または資本金の額等
が5,000万円以下の法人

資本金の額等が5,000万円
超１億円以下の法人

資本金の額等が１億円
超の法人

製 造 業

500万円以上
1,000万円以上※ 2,000万円以上※

旅 館 業
農林水産物等販売業

500万円以上　 500万円以上　
情報サービス業


